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自然豊かな活気あふれる
幸せのまち 平生

介護・福祉施設を対象にマイナンバーカードの
出張申請を受け付けます
第４次平生町地域福祉計画策定委員を公募します
Tomos.
労働保険のお知らせ
65歳以上の人の介護保険料について
生涯学習推進だより・平和について考える
７月は社会を明るくする運動強調月間です
こんにちは保健師です
地域おこし協力隊活動日誌
平生小学校春季運動会が開催！
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主な内容



福祉・介護施設を対象にマイナンバーカードの
出張申請を受け付けます

令和７年６月号 広報ひらお 2令和７年６月号 広報ひらお3

ふらっとサロンの
参加が増えて
きました！

　認知症相談室では毎月 “ふらっとサロン” という会を開催しています。どなたでも参加できますし、都合
に合わせて参加しやすいように今年度から月に２回、別会場で開催しています。
　内容は主に認知症や介護、予防などの情報に触れるミニ講話と、自由におしゃべりしてお茶を飲む時間
の二本立てです。予約も不要ですし、何時に来て、何時に帰っても構わない自由な場です。
　写真はレストランオーベルジュ会場の様子です。４月は用意した席が満席になるほどたくさんの人が参
加しました。ミニ講和の内容は月ごとに異なりますが、さまざまな情報をお伝えしたいと思っています。
　このような場は全国的には「認知症カフェ」という名前で呼ばれていることも多くありますが、「認知症
の人だけが行く会」と思われているなど誤解もあり、誰でも参加しやすいように、“ふらっとサロン” と名
付けました。
　始めて一年ほどになりますが、毎月の楽しみとして来られる人が増えてい
ます。お元気な人はもちろん、家族介護中の人や一人暮らしの人が「誰かと
話をしたい」「良い情報はないか」と参加されることもあります。認知症の当
事者の人も毎月のように来られます。
　介護も認知症も、誰の人生からも切り離せない時代になりました。上手に
情報を受け取りつつ、一人で頑張りすぎないことが大切です。
　４月からは開催回数が増えています。下記予定をチェックしてぜひみなさ
んも一度ご参加ください。

「先生、質問です！」のコーナー
認知症は予防できる、と聞きました。

本当でしょうか？
　認知症を完全に防ぐ方法はまだ見つかっていませんが、近
年の研究成果によると、適度な運動やバランスのよい食生活、
社会交流などで脳を活性化させることで、認知症のリスクを
下げる可能性はあるとわかってきています。
　もちろん、「絶対に予防できる」というものではありません
が、小さな取り組みをコツコツ続けることで脳にとってよい
環境が整い、結果として認知症になるリスクが低減するかも
しれません。
　ぜひ無理なく続けられる方法を探しながら、定期的に医療
機関の脳ドックや相談窓口を利用し、早め早めの対策を心掛
けましょう。少しずつでも、まずはできるところから始めて
みてはいかがでしょうか。ご自身やご家族の安心につながる
はずです。あなたらしい生活を続けるためのコツを見つけて
いきましょう。
　困ったときは一人で抱えこまず、まずは気軽にご相談くだ
さい。

このコーナーでは PREMIUM（プレミアム）
オレンジドクターの医療法人光輝会　重冨
雄哉先生に、認知症についての質問にお答
えいただきます。

◇認知症関連の行事
【ふらっとサロン】
認知症や介護の情報に触れながら過ごせる
場です。認知症カフェも兼ねており、どな
たでも自由に参加できます。
○ 6 月 18 日、７月 16 日 13:30 ～ 15:00
　場所：レストランオーベルジュ
○６月 27 日、７月 25 日 13:30 ～ 15:00
　場所：宇佐木地域交流センター
●参加費：100 円
問平生町認知症相談室　TEL 25-0222

【オレンジカフェ　あいあむ】
認知症に関心のある人の憩いの場。
どなたでも自由に参加、相談できます。
●日時：第１火曜日 13:30 ～ 15:00
●場所：あいあむ　参加費：100 円
問平生町社会福祉協議会　TEL 56-8000　

◇認知症に関する各種相談窓口

平生町認知症相談室（坂の下相談室）
〒 742-1102　
　平生町大字平生村 862-2
TEL 25-0222
　（受付：平日 9:00 ～ 17:00）

　令和 7 年 7 月 1 日から平生町内の福祉・介護施設を対象に、マイナンバーカードの申請受付ができる出
張申請サポートを開始します。施設の代表者からの申込みにより、マイナンバーカードの申請に必要な申
請書の作成や顔写真の撮影を無料で行います。
　出来上がったマイナンバーカードは、職員が施設に訪問し、直接交付するため、町役場に足を運ぶこと
なくマイナンバーカードの作成ができます。

対 象 団 体 町内の福祉・介護施設 ※施設の代表者からの申込みにより実施します。
実 施 期 間 令和７年 7 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日
日　　　時 平日 午前 10 時～午後４時まで ※実施日は申込みにより調整して決定します。

申請が可能な方
・申込対象施設の入居者で、平生町内に住民登録がある方
・申請日から２カ月以内に氏名や住所を変更する予定がない方
・初めてマイナンバーカードを作成する方

申 込 要 件

・町内にある施設からの申し込みであること
・申請者本人の申請意思が確認できること
・施設内で、申請スペース、机、椅子が確保できること
・介護が必要な場合、介助者が同席できること

持　参　物
・本人確認書類（Ａ書類１点またはＢ書類２点）
・通知カード、住民基本台帳カード、個人番号カード申請書 
※いずれもお持ちの方のみで、通知カードおよび住民基本台帳カードは申請時に回収します。

本人確認書類

A 書類 運転免許証、運転経歴証明書（H24.4.1 以降発行のもの）、旅券、障害者手帳、療育手帳、在留カー
ドなど（官公庁発行の顔写真付のもの）

B 書類 健康保険証・介護保険証・年金手帳・公的年金証書・医療受給者証・資格確認書など（氏名・生
年月日または氏名・住所が記載されているもの）

申請から
交付までの流れ

①施設が申請書を提出
②日時調整後、職員が訪問
③顔写真撮影、必要書類記入
④交付準備後、再度訪問し、直接交付

応 募 資 格 町内に住所を有し、地域福祉に関心のある人で年齢が満 18 歳以上の人
募 集 人 数 ２名以内（選考結果は文書にて応募者全員に通知します）
任         期 委嘱日から 2 年間

策定委員会の開催 2 回程度、平日日中の開催を予定しています
報         酬 5,100 円 / 回
応 募 方 法 町民福祉課に備え付けの応募用紙にてご応募ください
募 集 期 間 6 月 13 日金～ 6 月 30 日月（郵送の場合は消印有効）

●地域福祉計画策定委員について

第４次平生町地域福祉計画策定委員を公募します
　地域共生社会の実現に向けた「平生町地域福祉計画」の次期計画策定にあたり地域福祉計画策定委員を公募します。
　※地域福祉計画策定委員は公募委員や福祉団体関係者、住民団体関係者、学識経験者等で構成され、計画の策定
　に関する検討等を行います。 問町役場町民福祉課 地域福祉班　TEL 56ｰ7113

●出張申請について
問町役場町民福祉課 戸籍班　TEL 56ｰ7113
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ハンセン病を正しく理解しましょう
　ハンセン病は感染力の弱い感染症であり、遺伝することはありません。
　また、早期発見と適切な治療により確実に治すことができます。
　今なお、社会における偏見や差別は解消されておらず、そのために療養所の外で暮らすことに不安があり、安
心して退所できないという入所者の方もいらっしゃいます。
　ハンセン病の患者であった方々の追悼、慰霊および名誉回復のため、平成 21 年度から、ハンセン病療養所入
所者等に対する補償金の支給に関する法律の施行日である６月 22 日が「らい予防法による被害者の名誉回復及
び追悼の日」と定められています。ハンセン病に対する偏見・差別をなくすため、この機会にハンセン病への理
解を深めましょう。詳しくは、厚生労働省ホームページの「ハンセン病に関する情報ページ」をご覧ください。

　町政の透明性の向上と公正な運営を図るとともに、
町民の町政への参加を促すことを目的として実施して
います。前年度の運用状況は次のとおりです。
問町役場総務課　TEL 56-7111

情報公開制度の運用実績
公文書開示請求件数 ７件

処理状況の
内訳

開示したもの ６件
非開示としたもの 0 件
該当文書が存在しなかったもの 1 件

内容 各種工事に関する工事費内訳書

　大雨時においては、土砂災害や地表面にたまった水による浸水害、洪水水害の可能性があります。そうした災害
を事前に把握するため、気象庁が提供している土砂キキクル（危険度分布図）を紹介します。

●土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）とは
　土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）は、大雨による土砂災害発生の危険度の高まりを、地図上
で１ｋｍ四方の領域（メッシュ）ごとに５段階に色分けして示す情報で、気象庁のホームページで確認すること
が可能です。常時10分ごとに更新されていて、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警戒情報等が発表された時には、
土砂キキクルにより、どこで危険度が高まっているかを把握することができます。５段階の危険度の色分けは、「災
害切迫」（レベル５相当）、「危険」（レベル４相当）、「警戒」（レベル３相当）「注意」（レベル２相当）、「今後の情
報等に留意」（レベル１相当）となっており、例えば「災害切迫」（レベル５相当）が出現した場合、土砂災害警戒
区域等では、命に危険が及ぶような土砂災害が切迫しているか、すでに発生している可能性が高い状況となります。

●土砂災害から命を守るための３つのポイント
　災害の被害を防ぐためには、一人ひとりが土砂災害から命を守れるように備えておくことが重要です。そのため
に知っておくべき、３つのポイントを紹介します。
①土砂災害ハザードマップ等により自らの居住区域の危険度を把握する。
②雨が降り出したら土砂キキクルや発令される警報・注意報等の情報を確認する。
③早めの避難を心掛ける。

（出典：気象庁ホームページ）
　土砂キキクルにかかわらず、町から避難情報が発表された場合には速やかに避難行動をとってください。
　また、災害に遭う前に、安全なエリアにお住いの親戚や知人等、いざというときに身を寄せることができる安全
な場所（人）を確保することができる世帯は、あらかじめ相談しておきましょう。
　早目の避難で、大切な命を守りましょう！
問町役場総務課 地域安全班　TEL 56ｰ7111

吉川博史の　防災かわら版
「キキクル（警報の危険度分布）について」 農業用施設用地として転用する場合

　自己の農地保全や利用上必要な施設（耕作用の道路、
用排水路など）に転用する場合、または、２アール未
満の農地を自己用の農業経営施設（農舎、畜舎など）
に転用する場合、許可は不要ですが、届出が必要にな
ります。

 許可なく転用した場合
　無断で転用した場合、農地法違反となり、農地など
の権利取得の効力が生じません。また、工事の中止や
原状回復などを命ずることがあり、これに従わない場
合は、罰則が科せられます。

 転用の手続き
　所定の事項を記載した申請書を作成し、農地のある
市町村の農業委員会へ提出してください。

問町農業委員会事務局（町役場産業課内）
　TEL 56ｰ7117

 農地転用とは？
　農地を農地以外の住宅用地や太陽光発電施設、道
路、山林などに用途を変えることを農地の転用といい
ます。（田を畑地として造成する場合は転用になりま
せんが、別に届出が必要です）

 許可が必要な理由
　農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産
基盤です。特に、耕作面積が狭いうえに人口が多い我
が国では、食料自給率が低いため、優良な農地を大切
に守っていく必要があります。そのため、農地の転用
には、農地法で一定の規制が設けられています。

 対象となる農地
　すべての農地が転用許可の対象です。地目が農地で
あれば、耕作されていなくても農地性（農地として活
用できる状態）がある限り、農地として扱われます。

 一時的な転用の場合
　農地を一時的に資材置場、作業員仮宿舎、進入路な
どとして利用する場合も転用となり、許可が必要です。

農地の転用には許可が必要です！

令和７年度 労働保険（労災保険・雇用保険）の年度更新は、
７月 10 日木までです。

　窓口に並ばず、インターネット上で簡単・便利に手続きがで
きます。

【年度更新のお手続は『電子申請』をぜひご活用ください！】
　年度更新申告書の書き方および申告・納付方法等の詳細につきまし
ては、年度更新申告書に同封しているパンフレット等をご参照くださ
い。
　厚生労働省のウェブサイトでもご確認いただけます。
　労働保険のお手続きに「電子申請」をぜひご活用ください！（自宅
やオフィスから 24 時間いつでも申告・納付が可能です）

問厚生労働省労働基準局労働保険徴収課
 　TEL 03-5253-1111
　※労働保険の年度更新は業務係（内線 5162）
　※労働保険の電子申請は企画係（内線 5160）
　〈厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署〉

年度更新申告書
書き方パンフレット

労働保険電子申請
特設サイト

労働保険のお知らせ
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 　令和７年度の第１号被保険者（65歳以上）の介護保険料は、次のとおりです。
　本年度の介護保険料の通知は、7月に送付する予定です。（普通徴収の人は納付書を同封します）
　なお、介護保険料の未納が続くと、介護保険サービスの利用者負担が引き上げられる措置などがとられます。

対象者
保険料率 介護保険料

（年額）住民税課税状況
所得等

世帯 本人

第１段階 非課税 非課税
老齢福祉年金の受給者

または生活保護の受給者 基準額× 0.285 17,270 円

課税年金収入
と

合計所得金額
の合計

80 万 9 千円以下
第２段階 非課税 非課税 80 万円 9 千円超え 120 万円以下 基準額× 0.485 29,390 円
第３段階 非課税 非課税 120 万円超え 基準額× 0.685 41,510 円
第４段階 課税 非課税 80 万円 9 千円以下 基準額× 0.9 54,540 円
第５段階 課税 非課税 80 万円 9 千円超え 基準額 60,600 円
第６段階 課税

合計所得金額

120 万円未満 基準額× 1.2 72,720 円
第７段階 課税 120 万円以上 210 万円未満 基準額× 1.3 78,780 円
第８段階 課税 210 万円以上 320 万円未満 基準額× 1.5 90,900 円
第９段階 課税 320 万円以上 420 万円未満 基準額× 1.7 103,020 円

第 10 段階 課税 420 万円以上 520 万円未満 基準額× 1.9 115,140 円
第 11 段階 課税 520 万円以上 620 万円未満 基準額× 2.1 127,260 円
第 12 段階 課税 620 万円以上 720 万円未満 基準額× 2.3 139,380 円
第 13 段階 課税 720 万円以上 基準額× 2.4 145,440 円

65歳以上の人の介護保険料について

問町役場健康保険課 介護保険班　TEL 56ｰ7115

　身体障害者手帳 ( 聴覚障がい ) の交付対象とならな
い軽度・中等度難聴児（ 18歳未満）の言語やコミュニ
ケーション能力の向上を促進するために、補聴器の購
入・修理に要する費用の一部を助成します。
●対象者
　平生町にお住まいの軽度・中等度難聴児童　
　（満18歳未満）
●助成内容
　補聴器の購入または修理に要する費用
　基準額の範囲内においてその３分の２を助成します。
※助成を受けるには、事前の申請と医

師の意見書が必要です。
　詳しくはお問い合わせください。

問町役場町民福祉課　TEL 56ｰ7113

軽度・中等度難聴児（18歳未満）
補聴器購入費用の一部助成

　犬の飼い主は、毎年１回、生後90日を超えた飼い
犬に狂犬病予防注射を行い、注射済票の交付を受け
なければなりません。お済みでない人は、次の手順
で注射などの手続きを済ませてください。
1動物病院で注射を受け、狂犬病予防注射済証を受

け取ってください。（注射代金は自己負担）
2狂犬病予防注射済証と手数料（１頭あたり550円）

を持参の上、町役場環境政策室にお越しください。
　狂犬病予防注射済票を交付します。
※医師の判断により注射を猶予される場合は、証明

書を町へお持ちください。
※犬を新たに飼う場合や、飼い犬の死亡、飼い主の

変更などがある場合は、町に届出が必要です。
　なお、犬にマイクロチップが装着されている場合

は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」（環境省
サイト）が申請・届出の受付窓口となります。

問町役場環境政策室　TEL 56ｰ7126

狂犬病予防注射は
お済みですか？

平生町「ボランティア・チャレンジ」を開催します
～みんなで町内の道路のゴミを拾いましょう～

　さまざまな人たちがボランティアに取り組む
きっかけとして「ボランティア・チャレンジ（略
称：ボラチャレ）」を開催し、ボランティア活動
の機運醸成と裾野の拡大を図ります。
　みなさんも地域のために、ボランティア活動
に参加してみませんか！
●開催日時
７月19日土  7:00～8:00（小雨決行）
※天候等の状況により、中止となる場合があり

ます。中止の場合は、町ホームページなどで
お知らせします。

●内容　
　町内一斉に各家庭から道路に落ちているゴミ
を拾いながら、最寄りの地域交流センターまた
は地域交流センター分館まで持ち込み、分別し
ます。

●主催　平生町、平生まち・むらコミュニティ
協議会、竪ヶ浜コミュニティ協議会、宇佐木コ
ミュニティ協議会、大野コミュニティ協議会、
曽根コミュニティ協議会、佐賀コミュニティ協
議会
●共催　平生町教育委員会、平生町社会福祉協
議会、平生町ボランティアグループ連絡協議会、
平生町快適環境づくり推進協議会

・海岸の漂着物や家庭から出るゴミは絶対に持ち
込まないでください。

・道路上での活動となりますので、車等には十分
注意してください。

・熱中症等の対策をし、体調管理に気をつけてくだ
さい。

問町役場地域振興課 まちづくり班　
　  TEL 56ｰ7120

お
願
い

６月は「環境月間」です

　毎年６月５日の「環境の日」を中心に、６月の１カ月間を「環境月間」として、例年全国各地で環
境保全や環境美化に関する取組みが行われています。
　また、６月は県の県民一斉環境美化活動促進期間に設定されています。
　この機会に、地球温暖化（ＣＯ₂削減）や節電、ごみの減量化などを意識しながら、未来の地球のた
めに身近に出来る活動に取り組みませんか。
●緑のカーテン
　ゴーヤやアサガオなどの「緑のカーテン」は、夏の日差しを和らげ、エアコンなどの消費電力を抑
えることができます。
●ライトダウン
　職場や家庭で不要な照明の消灯を心掛けることにより、電力の消費を抑え、ＣＯ₂削減などの効果が
期待できます。
●エコスタイル・エコドライブ・ノーマイカー運動
　クールビズやエコドライブの実践、または自家用車の使用を抑えることで、ＣＯ₂削減につながりま
す。
●ごみの減量化・リサイクルの推進
　分別・リサイクルを意識することで、再資源化が進み、焼却されるごみの減量化が促されます。
※ごみのポイ捨ては、きれいで住みよい環境を損なう行為です。絶対にやめましょう。
　また、犬のふんについても放置せずに飼い主がきちんと処理しましょう。

問町役場環境政策室 　TEL 56ｰ7126
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誰でも、どこでも、自分らしく
（令和７年度男女共同参画週間キャッチフレーズ）

　６月 23 日月～ 29 日日は、国の「男女共同参画週間」です
　男性と女性が、職場、学校、地域、家庭などにおいて、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同
参画社会」を実現するためには、行政だけでなく、住民のみなさん一人ひとりの取組みが必要です。
　この機会に、私たちのまわりの男女のパートナーシップについて考えてみませんか。

問町役場地域振興課 まちづくり班　TEL 56-7120

　みんなが家族の一員として尊重され、
お互いを支え合い、力を合わせて家庭生
活を築いています。
　男女が共に家事・育児・介護などに責
任をもち、喜びと苦労を分かち合ってい
ます。

家庭では
　誰もがさまざまな活動に積極的に参画

（※）し、地域社会が活性化されています。
　固定的な性別役割分担意識に基づく古
い慣習やしきたりが見直され、一人ひと
りの考え方や行動が尊重されています。
※参画…事業・政策などの計画段階から加わること

地域では

　男女が共に働きやすく、能力が発揮で
きる職場環境が整い、仕事と家庭、地域
活動とのバランスを取って働いています。
　男性も女性も、育児休業や介護休業を
積極的に取得し、仕事と家庭を調和させ
ながら、ゆとりと生きがいを持って働い
ています。

職場では
　性別にとらわれることなく、子ども一
人ひとりの個性や能力を伸ばし、思いや
りと自立の意識が育まれています。 
　育児や介護、ボランティア活動など、
発達段階に応じた体験学習を通して、社
会の一員として協力しあう姿勢が育まれ
ています。

学校では

平生町が目指す男女共同参画社会のすがた

山口県男女共同参画課ＬＩＮＥ公式アカウントについて
 
　男女共同参画に関する意識の醸成のため、幅広い層が利用しているＳＮＳ（ＬＩＮＥ）を活用して、
男女共同参画に関するセミナー情報や相談窓口などさまざまな情報を幅広く発信していますので、ご活
用ください。
■ＬＩＮＥ公式アカウント名　山口県男女共同参画課
■発信内容　男女共同参画全般に関する幅広い情報（セミナーの案内等、タイムリーな情報）や相談窓口・
　　　　　　国や市町、関係団体等の関連情報　※随時プッシュ通知します。
■利用方法　方法①ＬＩＮＥ内の検索ボックスに「山口県男女共同参画課」と入力して検索し、
　　　　　　　　　友だち追加。　　　　　　
　　　　　　方法②右記 QR コードを読み込み、友だち追加。
■問合せ先　山口県男女共同参画課　TEL083-933-2630 ＬＩＮＥ公式アカウント QR コード▲

山口県男女共同参画相談センター
○相談内容
　・性別による差別的取扱いなどの人権侵害　　・家庭の問題　　・配偶者等の暴力等について
○相談受付時間
　【平日】8:30～22:00　　【土日】9:00～18:00　※祝日、年末年始（12月29日～１月３日）を除く。

083-901-1122 

平和について考える
　５月 20 日に、平生中学校１年生が校外学習で阿多田交流館を訪れ、戦争の歴史を学ぶとともに、平和について
の考えを深めました。実行委員の生徒が中心となり、『考えよう平和　深めよう絆』をスローガンに企画された学
習では、この日に向けて全員で折った千羽鶴を持参し、はじめに回天慰霊碑前で平和集会が行われました。阿多田
交流館では、指導員から『人間魚雷回天』により尊い命が犠牲となったことや、戦地へ赴く人たちへ「無事に帰っ
てきてほしい」という願いを込めてつくられた『千人針』等の説明があり、館内に展示されている資料や遺品を見
学しました。
　学習を終え、代表生徒からは「平和に暮らせるために、みんなにやさしく、困っている人がいたら助けてあげたい」

「平和に過ごしていけることに感謝していきたい」と力強い発表がありました。
　当日は班別ウォークラリーもあり、町の文化や史跡に触れながら、地域についての理解を深める日となりました。
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【平和の誓い】
　私たちは、争いのない平和な日常を作るために、次の２点を大切にします。
　１　私たちが生まれる前、戦争によって多くの尊い命が失われたことを忘れずに、
　　　　１日１日を大切に過ごします。
　１　平和とは何か、どうしたら平和に過ごせるのかを考え、それを実行します。
　この２つのことを胸に刻み、平和な未来を築いていくことをここに誓います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年５月20日　平生町立平生中学校　１年生一同

建物前に展示されている実物大の回天レプリカ
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ひらおウォーキング大会

　４月29日、ひらおウォーキング大会が開催されまし
た。今年は「海と歴史をめぐる佐賀コース」をテーマに、
阿多田交流館から白鳥古墳の往復約7.2㎞を歩くコース
で、町内外から約80名が参加しました。当日は天候に
恵まれ、さわやかな潮風を感じながら阿多田交流館を
スタート。白鳥古墳では町職員から史跡の説明を受け、
参加者は、自然豊かな景色と町の歴史を満喫しながら
２時間以上かけてゆっくりと歩ききりました。

平生まち・むらコミュニティ
まつりが開催

　５月 18日、平生まち・むら地域交流センターで平
生まち・むらコミュニティまつりが開催されました。
会場には多くのお店が並び、ステーキ弁当や焼きそば
などをはじめ、手芸作品等の販売などが行われ、食事
や会話を楽しむ姿が多く見られました。ステージ発表
では学生による書道パフォーマンスやフラダンスなど
が行われ、一生懸命に演技する姿に会場からは大きな
拍手が送られました。

第10回世界盆栽大会 (WBC)
アンバサダーに任命

　
　2026 年８月 26 日から 31 日まで、マレーシアのク
アラルンプールで開催される「第 10 回世界盆栽大会」
のアンバサダーに任命された永田公一さんが、４月 28
日に所属する周防三趣美会の高橋勝征代表と共に町役
場に訪れ、町長に国際大使就任の報告を行いました。
永田さんは、「盆栽の魅力を伝え、啓蒙する活動にしっ
かり取り組んでいきたい」と意気込みを述べられまし
た。

令和６年度日本スポーツ少年団
顕彰を受賞

　
　5月28日、令和６年度日本スポーツ少年団顕彰を受
賞した平生軟式野球スポーツ少年団指導者の赤道稔さ
んが町役場を訪れ、町長に受賞報告を行いました。赤
道さんは「感無量です。県内で数人しか受賞できない
素晴らしい賞をいただきました。子どもたちの協力が
あったから40年間頑張れました。」と笑顔で話してい
ました。
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まちの話題

７月は社会を明るくする運動強調月間です

“小・中・高” 学校あいさつキャンペーン
　更生保護女性会をはじめ、保護司や平生町青少年育成町民会議、民生委員・児童委員、青少年育成センター、
警察安全パトロールのみなさんが、登校時間に校門に立ち、児童生徒と明るいあいさつを交わします。

●キャンペーンの日程
場　　　所 実　施　日 時　　　間
平生小学校 ７月２日水

午前７時 30 分～８時平生中学校 ７月３日木
佐賀小学校 ７月４日金

熊毛南高等学校 ７月７日月 午前８時～８時 30 分

第 75 回 “社会を明るくする運動” 平生町推進大会
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

日　時 ７月１日火
場　所 町役場２号棟３階会議室 
主　催 社会を明るくする運動平生町推進委員会 
内　容 内閣総理大臣メッセージ上映、更生保護視聴研修等 更生ペンギン

サラちゃん　ホゴちゃん

　「社会を明るくする運動」は、全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。例年 7 月を強
調月間として、さまざまな活動を行っています。地域の皆様のご参加をお待ちしています。

問町役場町民福祉課 地域福祉班　TEL 56ｰ7113

　4月16日から23日にかけて、町内５地区を対象に行政協力員を開催し、行政協
力員の皆様からさまざまなご意見やご要望をいただきました。町ではいただいた
ご意見等について今後の町政に活かせるよう努めてまいります。

【主なご意見・ご要望】
○奉仕活動事故見舞金制度について ○自治会活動交付金について　　　 
○発電機の劣化について　　 　      ○敬老事業について
※紙面の都合上、全ての意見を掲載することができませんので、ご了承ください。
問町役場地域振興課 まちづくり班　TEL 56ｰ7120

令和７年度行政協力員会議を開催しました

大野で田植え体験

　５月25日、大野地域交流センター主催の田植え体験
教室が行われました。17名が参加し、講師の説明を真
剣に聞きながら、田植えを体験しました。慣れない地
面のぬかるみに苦戦しながらも、楽しく作業できたよ
うで、子どもたちは「楽しかったから、またやってみ
たい」と話していました。
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平生図書館　TEL56ｰ2310　【開館時間】9:00〜17:15
【行事予定】6月21日土　古文書輪読会［9:45／平生図書館］
【休館日】　6月…16日月、23日月、29日日（月末整理日）、30日🈷
　　　　　7月…7日月、14日月
http://www.town.hirao.lg.jp/kurashi/shisetsu/toshokan.html

図書館図書館
だよりだより

KAGOME の管理栄養士さんに
聞く野菜の賢い食べ方

カゴメ株式会社 監修

乱歩と千畝
青柳碧人 著

ニンジャ
今野　敏 著

恋の収穫期
最果タヒ 著

あの子と０
万城目　学 著

New 一般書

聞くのが楽しくなる耳のひみつ
今泉忠明 監修

小さな犬と緑の庭で
堀直子 作

図書館のぬいぐるみかします３
　 シンシア・ロード 作

よあけのはこ
あずみ虫 絵

かえるのほんや３びきのみならい
やぎたみこ 作・絵

New 児童書

往来絵巻

高瀬乃一　著　　（　文藝春秋　）

話 題 の 本本

　２年に一度の天下祭り・神田明神祭で
絵巻に描かれるはずの男が消えた ? まさ
かの有名絵師を巻き
込んだ殺人事件が発
生するが、貸本屋（お
せん）の推理がさえ
わたり・・・。
　『オール讀物』掲
載に書きおろしを加
えて単行本化。

【ホームページ（予約・検索可）】

図書検索・予約システム
QR コード▼

　季節の野菜、アスパラガスを使った主菜の紹介です。ア
スパラに豊富に含まれるアスパラギン酸には、エネルギー
代謝を助け疲労回復を促す効果があり、穂先に含まれるル
チンには、毛細血管を強く丈夫にし動脈硬化や高血圧を予
防する効果が期待できます。茹でずにじっくり蒸し焼きに
することで、旨味を閉じ込めビタミンの流出も防ぐことが
できます。

アスパラのひき肉巻き

平生町食生活改善推進協議会作ってみんさい
食べてみんさい

１．玉ねぎはみじん切りにし、アスパラガスは根元の
かたい部分を切り落として半分に切る。

２．ボウルに鶏ひき肉、玉ねぎ、［ A  ］を入れて粘り
気が出るまでよく混ぜ合わせる。そこへ緑茶を加
えてざっくり混ぜ合わせ、８等分にする。

３．アスパラガスに［２］を巻き付け形を整える。
４．フライパンにごま油を熱し、［３］を転がしなが

ら焼き色をつける。焼き色がついたら、水大さじ
４程度（分量外）を入れ、蓋をして蒸し焼きにし
火を通す。器に盛り付け、好みの野菜を添える。

作り方

材料　４人分
鶏ひき肉���� 400g
玉ねぎ����� 120g
アスパラガス���8本
緑茶（粉末）� 小さじ２
ごま油����小さじ２

　酒��大さじ１と１/２
　片栗粉���大さじ２
　塩���小さじ１/ ３
　こしょう����少々
好みの野菜（付け合わせ）

問町保健センター　TEL 56-7141

暑くなる前に知っておこう！
熱中症予防のポイント！

こんにちは保健師です

［Ａ］

　今年も蒸し暑く長い夏が予想されています。梅雨が明けると、一気に暑さが本格化し、暑さに慣れていないこ
の時期、熱中症の患者は急増します。
　今回は今の時期からできる予防のポイントをご紹介します。

◆熱中症予防の３つの基本

児童手当の現況届について
 現況届について
　次に該当する人は現況届の提出が必要です。
　提出がない場合は、８月以降の児童手当を受給する
ことができなくなりますので、ご注意ください。

【現況届の提出が必要な人】
●６月中に現況届が届いた人
●次の要件（１～６）のうちいずれかに該当する人
１. 離婚協議中で配偶者と別居と申請した人
２. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際

の居住地と異なる人
３. 支給要件児童の住民票がない人
４. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
５．第３子以降算定額算定対象者（大学生世代で算定
　対象となっている人）が学生以外である人
６. その他、状況を確認する必要がある人
　ご不明な点については、お問い合わせください。
問町役場町民福祉課 こども班　TEL 25-1884

危険な空家の解体費用を補助します
　町民の安全安心と良好な生活環境を確保するため、
倒壊等の恐れがある危険空家や老朽空家について、
一定の基準を満たす解体工事に対して、解体費用の
一部を補助します。

※一定の要件を満たす空家を先着順に審査し、危険空
　家または老朽空家として認定したものを補助対象と

します。認定件数が募集件数に達した場合は、募集
期間内でも受付を終了します。

危険空家 老朽空家
募集件数 3 件 5 件
補助金額
（上限） 30 万円 15 万円

募集期間 6 月 23 日～ 11 月 14 日

●補助対象となる工事
・町内に本店を有する解体工事業者（知事等の許可を
　受けた業者）に発注する工事
・令和８年１月23日金までに完了する工事
・交付決定後に着手（契約締結を含む）する工事
※交付決定前に着手（契約

締結を含む）した工事は、
　補助対象とはなりません。
※その他、対象となる条件
　等の詳細については町ホー
　ムページをご覧ください。
問町役場環境政策室　
　TEL 56ｰ7126

２. エアコンや扇風機の有効活用
　「もったいないから」とエアコンをつけないのは危
険です。室温だけでなく湿度にも注目し、除湿機能
を有効活用しましょう。扇風機を活用する
ことで空気が循環し、風もやわらかくなり
ますよ。家電製品は機能低下を防ぐため、
清掃や点検をしておきましょう。

１. こまめな水分補給
　暑い日には知らず知らずのうちにじわじわ汗をか
いています。のどが渇く前に、少しずつ水分を補給
するのがポイントです。しっかり汗を
かくことで体も冷却されます。
　多量に汗をかいたときは、
塩分も補給しましょうね。

３. 暑さに備えた体づくり
　暑い日が続くと、次第に体が暑さに慣れ、強くな
りますが、急に暑くなると体がついていけません。
今のうちから、軽い運動や散歩などで
少しずつ汗をかく習慣をつけておくと、
効果的な体温調節ができるようになり、
熱中症の危険性も少なくなりますよ。

登録しましょう！
・環境省 LINE 公式アカウント　
　アカウント名：環境省
　LINE ID：@kankyo_jpn
・Yahoo! 防災速報
　（平生町と LINE ヤフー株式会社は災害に係る情報
　発信等に関する協定を締結しています）
　https://emg.yahoo.co.jp
・メール配信サービス
　https://www.wbgt.env.go.jp/mail_service.php



柳井警察署だより

問柳井警察署 TEL 23ｰ0110

　薬物乱用とは、薬物や薬品を本来の医療目的から外れて使ったり、医療
目的ではない薬物を不正に使ったりすることです。
　薬物を乱用すると、幻覚や妄想などの精神障害から、凶悪な犯罪や悲惨
な事故を引き起こすなど、乱用者本人だけでなく、周囲の人に対しても悪
影響を及ぼしかねません。
　薬物乱用は、先輩や友人から誘われて、ついつい使用してしまったり、
興味本位で自ら使用してしまうことなどから始まってしまいます。
　どんなに親しい知り合いであっても、薬物の使用を誘われた時は、「ダメ。
ゼッタイ。」の勇気を持ってきっぱりと断る！自分自身も薬物に近づかな
い！ことが大事です。薬物乱用に関する相談は、一人で悩まず、柳井警察
署または山口県警察本部総合相談室　083－923－9110、相談ダイヤル
♯９１１０に相談してください。

ダメ。ゼッタイ。薬物乱用防止

令和７年６月号 広報ひらお 14

正しい知識で正しい知識で安心な消費生活安心な消費生活
問柳井地区広域消費生活センター　TEL 22ｰ2125問柳井地区広域消費生活センター　TEL 22ｰ2125

「セルフエステ」の契約トラブルにご注意を！
　歯のセルフホワイトニングの無料体験会を開催中という
広告を見た。
　前から興味があったので行ってみようと思うが、気を付
けることはあるだろうか。

相 談

　無料体験ができると軽い気持ちで行くと、終了後に「今
考えて」「絶対お得」などと、強引に契約を迫られること
があります。
　また、セルフホワイトニングなどの「セルフエステ」は、
クーリング・オフができない可能性があります。
　そのため、その場では簡単に契約をしないように注意し
てください。

アド
バイス

　エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティッ
クサロンでは、特定商取引法が適用され、一定の条件を満
たせばクーリング・オフができます。

　しかし、セルフホワイトニングは自身でエステ機器等を使用する
ため、一般に同法の対象外となり、クーリング・オフや契約書の交
付義務、中途解約のルール等は適用されません。
　契約をする際は、十分注意するようにしましょう。

ワンワン
ポイントポイント

人権行政相談 
※相談無料・秘密厳守

どなたでもお気軽にご相談ください
●相談日 
　毎月第２月曜日（休日の場合は翌日）
●時間（場所）
　10:00～（平生まち・むら地域交流センター）
　13:00～（佐賀地域交流センター）
●相談員
　人権擁護委員、行政相談委員
●相談内容 
・人権に関わる悩みや困りごと
・�行政全般についての苦情相談ならびに意見
や要望などについて　

次回
7月14日月

令和７年６月号 広報ひらお15

町民福祉課の窓口を開設
●開設日
第１日曜日（１月、５月は第２日曜日）
第３土曜日
●開設時間 9:00～12:00
●取扱業務
・マイナンバーカードの申請サポート
（写真撮影が無料）、交付、電子証明書の
更新
・住民票の写しの交付、戸籍謄抄本（除
籍・改製原戸籍を除く）の交付、印鑑登
録および印鑑登録証明書の交付
問町役場町民福祉課 戸籍班 TEL 56ｰ7113

　今年の冬は気温が低い日が続いたので、花芽が付く時期が遅れるのではな
いかと心配していましたが、例年とほぼ同じ時期にたくさんの花芽が付きま
した！
　オリーブはモクセイ科の植物ですので、キンモクセイのような、小さな白
い花がたくさん咲きます。実をつけるには、異なる品種の花粉により受粉す
ることが必要になることから、阿多田オリーブパークと名切オリーブファー
ムにそれぞれに５品種の樹を植えています。
　大きめの実をつける品種、花粉が多い品種、小さめの実が鈴なりになる品
種などさまざまですが、全体が程よく受粉するように、風向きなども考えて
植える必要があります。
　これから夏が近づくにつれて、オリーブの実がどんどん大きくなっていき
ます。
　それに伴い、草もぐんぐん伸びていきますが、オリーブにしっかり養分を
届けて、秋に大きな実がつけられるように、草刈りをしっかりがんばってい
きたいと思います！

問問町役場産業課　TEL 56町役場産業課　TEL 56ｰー71177117

　
地域おこし協力隊

菅野久美子
　の活動日誌

オリーブの木に
たくさんの花芽がつきました

カンガルーノひらお育児応援給付金について
　乳児を養育する保護者に対し、その乳児が使用する紙おむつ等育児用品の購入費用を補助することで、子育て家
庭の負担の軽減と安心して子どもを産み育てることができる環境の確保を目的として、カンガルーノひらお育児応
援給付金を実施しています。

　【給付額】
　　乳児１人につき10万円（所得税のうち、一時所得に該当します）
　【対象者（以下の全てに該当している人）】
　　1　令和７年４月１日から令和８年３月31日までに出生した乳児を養育する人
　　2　申請日において、「1」の乳児と同一世帯であり、平生町に住所を有している人
　【必要書類】　
　　・カンガルーノひらお育児応援給付金支給申請書兼請求書
　　（様式は町ホームページに掲載、または保健センターにも備え付けてあります）
　　・本人確認書類の写し
　　・通帳またはキャッシュカードの写し（申請者名義の口座に限ります）
　【提出先】
　　〒742-1102　平生町大字平生村178番地　平生町保健センター（持参または郵送）
　【申請期限】
　　令和８年３月31日火（郵送の場合は必着）
問町保健センター　TEL 56ｰ7141
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談

□申：申込み先　　□問：問合せ先
【町ホームページ】http://www.town.hirao.lg.jp/
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場
所　

島
ス
ク
エ
ア
プ
ラ
ス
起
業

教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
（
周
防
大
島
町

小
松
91ｰ

４
）

●
講
師　
中
本
和
幸 

氏
（
中
本
経
営

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
事
務
所
代
表
・
中

小
企
業
診
断
士
）

◇
起
業
体
験
型
基
礎
講
座
・
起
業
を

よ
り
身
近
で
確
か
な
も
の
に
！
～
最

初
の
ビ
ジ
ネ
ス
ア
イ
デ
ア
を
創
ろ
う

～
（
宇
佐
木
会
場
）

●
内
容　
好
き
な
こ
と
や
、
や
り
た
い

こ
と
が
あ
る
方
が
、
起
業
に
向
け
て
一

歩
踏
み
出
す
た
め
に
実
践
体
験
し
て
い

き
ま
す
。

●
日
時　
７
月
26
日
土
午
後
１
時
～
４

時●
場
所　
宇
佐
木
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

（
宇
佐
木

485-

2
）

●
講
師　
元
木
昭
宏 

氏
（
み
る
み
ら
い

代
表
・
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
起
業
参
謀
）

※
本
講
座
は
柳
井
市
、
周
防
大
島
町
、

上
関
町
、
田
布
施
町
、
平
生
町
か
ら
助

成
を
受
け
て
実
施
し
ま
す
。

□申
□問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
島
ス
ク
エ
ア
プ
ラ

ス
（
山
本
・
三
原
）

T
E
L 

０
９
０
（
７
９
７
９
）
４
６
１
５

T
E
L 

０
９
０
（
４
１
４
２
）
９
８
３
９

【E-m
ail

】npo
ｰ

shim
aplus@

sea.icn-tv.ne.jp

親
子
で
リ
ラ
ッ
ク
ス　

子
育
て
中
の
マ
マ
・
パ
パ
の

お
し
ゃ
べ
り
サ
ロ
ン
♪

　

子
育
て
の
こ
と
な
ど
、
気
軽
に
お

し
ゃ
べ
り
し
ま
せ
ん
か
！
（
要
申
込
）

●
日
時　
７
月
9
日
水 

午
前
10
時
～

11
時
30
分

●
場
所  

柳
井
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

●
内
容　

ゆ
っ
た
り
楽
し
い
テ
ィ
ー

タ
イ
ム
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
！ 

●
参
加
費　
1
0
0
円
（
材
料
費
）

●
対
象　
未
就
園
児
の
親
子

●
定
員　
10
組
（
先
着
順
）

●
申
込
方
法　

７
月
７
日
月
ま
で
に

電
話
申
込

□申
□問
や
な
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー

T
E
L
（
２
３
）
０
６
６
８

令
和
７
年
度

児
童
巡
回
相
談
（
予
約
制
）

　

児
童
相
談
所
が
地
域
を
巡
回
し

て
、
１
８
歳
未
満
の
児
童
に
関
し
て

の
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

●
日
時　
７
月
７
日
月
、
11
月
10
日
月 

午
前
10
時
30
分
～
午
後
４
時
30
分

●
場
所　
山
口
県
柳
井
総
合
庁
舎

●
相
談
内
容　
育
成
相
談
、
障
が
い

の
相
談
、
養
護
相
談
、
非
行
相
談
、

そ
の
他
養
育
上
困
っ
て
い
る
こ
と

●
費
用　
無
料
（
要
事
前
予
約
）

●
相
談
員　
児
童
心
理
司
、
児
童
福

祉
司
、
家
庭
相
談
員

□申
町
役
場
町
民
福
祉
課

T
E
L
（
5
6
）
7
1
1
3

□問
岩
国
児
童
相
談
所 

相
談
課

T
E
L 

0
8
2
7
（
２
９
）
1
5
1
3

労
働
ほ
っ
と
ラ
イ
ン

　

県
で
は
、
各
種
労
働
問
題
に
お
電

話
で
お
答
え
す
る
「
労
働
ほ
っ
と
ラ

イ
ン
」
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
賃
金
、

労
働
時
間
、
解
雇
、
パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
、

何
で
も
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
相
談
日
時　
月
～
金
の
午
前
9
時
～

午
後
６
時
（
祝
日
、
年
末
年
始
を
除

く
）

●
相
談
電
話
番
号　

T
E
L 

０
８
３
（
９
３
３
）
３
２
３
２

●
相
談
員　
社
会
保
険
労
務
士

●
費
用　
無
料
（
通
信
料
別
途
要
）

※
相
談
は
メ
ー
ル
で
も
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

【E
-m

a
il

】ro
u

d
o

u
@

p
re

f.
yam

aguchi.lg.jp

※
こ
の
ほ
か
、
山
口
県
で
は
解
決
に
向

け
て
の
「
あ
っ
せ
ん
」
も
行
っ
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

URLhttps://w
w

w
.pref.yam

aguchi.
lg.jp/soshiki/174/228371.htm

l

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

会
員
入
会
説
明
会

  

健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
60
歳
以

上
の
み
な
さ
ん
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
の
会
員
に
な
っ
て
み
ま
せ
ん

か
。
ま
ず
は
、
入
会
説
明
会
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。（
予
約
不
要
）

◇
平
生
会
場

●
日
時　

６
月
27
日
金
午
後
１
時
30

分
～
３
時

●
場
所　
平
生
ま
ち
・
む
ら
地
域
交
流

セ
ン
タ
ー
第
３
研
修
室

◇
柳
井
会
場

●
日
時　

７
月
２
日
水
、
16
日
水
午

後
１
時
30
分
～
３
時

●
場
所　
柳
井
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

３
階
研
修
室
（
柳
井
市
南
町
３
‐
９

‐
２
）

□問
（
公
社
）
柳
井
広
域
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー

T
E
L
（
２
３
）
５
９
５
９

バ
ス
の
車
内
事
故
防
止
に

つ
い
て
の
お
願
い

　
た
だ
い
ま
、
バ
ス
車
内
で
の
事
故

を
防
止
す
る
た
め
、「
車
内
事
故
防

止
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
実
施
し
て
お

り
ま
す
。
走
行
中
に
席
を
離
れ
る
と
、

転
倒
な
ど
思
わ
ぬ
け
が
を
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
お
降
り
の
際

は
、
バ
ス
が
停
留
所
に
着
い
て
扉
が

開
い
て
か
ら
、
席
を
お
立
ち
願
い
ま

す
。
お
立
ち
に
な
っ
て
ご
利
用
い
た

だ
く
場
合
に
は
、
つ
り
革
や
握
り
棒

に
し
っ
か
り
お
つ
か
ま
り
下
さ
い
。

バ
ス
の
車
内
事
故
防
止
に
皆
様
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

□問
山
口
県
バ
ス
協
会

T
E
L 

0
8
3
（
9
2
2
）
5
0
3
1

下水道の水洗化はお早めに
　下水道本管工事が完成し、下水道が使用できるように
なった区域では、３年以内に水洗トイレに改修し、台所、
風呂場、洗面所などからの生活排水は、遅滞なく下水道
に流れるよう排水設備を設置しなければなりません。
●どんな工事が必要？
排水設備とは、台所、風呂場、トイレ、洗面所などか
ら出る生活排水を下水道（公共ます）まで流すための
排水管やますなどの設備です。設置工事は建築物の所
有者に義務付けられており、宅地内に設置するため工
事費は自己負担となります。所有者以外の人でも工事
をすることはできますが、所有者の同意が必要です。
●工事は指定工事店で
排水設備工事は、必ず町の排水設備指定工事店に直接
工事の依頼をしてください。指定工事店
がわからないときは、町公式ホームペー
ジ（右の QR コード）をご覧いただくか、
建設課にお問い合わせください。
問町役場建設課 下水道班　TEL 56ｰ7118

お
知
ら
せ
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まちのカレンダー ※予定表のため、変更となる場合があります。

セ：地域交流センター
※町長と語る会は、実施１週間前までにご予約ください。

＜ 以下は広告欄です ＞

6　月6　月 7　月7　月
16月 ◆人権行政相談

　［10:00 ／平生まち・むらセ、13:00 ／佐賀セ］

17火 ◆育児相談（ピッ子ロルーム）（要予約）
　［9:00 ／保健センター］

18水
◆こころの健康相談（要予約）
　［13:30 ／保健センター］
◆ティーサロン [13:30 ／曽根セ ]

19木

20金

21土

◆休日窓口（住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバー
���カード（申請支援・受取））
◆ら・ら・ら　みんな食堂（要予約）
　[11:30 ／ゆうなんこども家庭支援センター ]
◆体育館開放日［8:30 〜 12:00］

22日

23月

24火

25水 ◆町長と語る会（要予約）［18:00 ／町役場町長室］

26木

27金

28土

◆曽根こども食堂　ふくろうのもり
　[11:30 〜 13:30 ／曽根セ ]
◆陶芸教室〔13:30 ／竪ヶ浜セ〕
◆体育館開放日［8:30 〜 12:00］

29日

30月

1 火

2 水

3 木

4 金 ◆出産準備教室（要予約）［9:30 ／保健センター］

5 土 ◆体育館開放日［8:30 〜 12:00］

6 日 ◆休日窓口（住民票・戸籍・印鑑証明・マイナンバー
���カード（申請支援・受取））

7 月

8 火

9 水 ◆離乳食学級（要予約）［10:00 ／保健センター］

10木

11金

12土 ◆陶芸教室〔13:30 ／竪ヶ浜セ〕

13日

14月 ◆人権行政相談
　［10:00 ／平生まち・むらセ、13:00 ／佐賀セ］

15火 ◆育児相談（ピッ子ロルーム）（要予約）
　［9:00 ／保健センター］

こころの救急電話相談（山口県立こころの医療センター）

TEL0836ｰ58ｰ4455［24時間対応］
内容：精神科受診など早急な対応に関するご相談を、ご家族や
ご本人からお受けします。（精神病、うつ病などこころの病気に
よる混乱した言動、ひきこもり、自殺願望など）

おとな（15歳以上）の救急医療電話相談
TEL ＃7119［毎日24時間］
または TEL083ｰ921ｰ7119
内容：おおむね15歳以上の急患や疾病に関すること

こども（15歳未満のお子さん）の救急医療電話相談
TEL ＃8000［毎日19:00～翌8:00］
または TEL083ｰ921ｰ2755
内容：15歳未満の子どもの急患や疾病に関すること

休日や平日夜間の医療案内

区分 診療日 診療時間
休日
昼間

日曜日・祝日、盆（８月15日）
年末年始（12月30日～１月３日）

9:00～12:00
13:00～17:00

平日
夜間

月～金曜日
※休日・土曜日の診療はありません 19:00～22:00

柳井地域休日夜間応急診療所
［柳井市中央１丁目10－17］
TEL22ｰ9001

（診療時間内のみ）
※応急的診療のため、専門的な

診療や検査を受けられない場
合があります。

※受付は診療終了時間の30分前
までです。

柳井駅

柳井警察署

旧ＮＴＴ

柳井川

平生町

188

休日夜間
応急診療所

柳井郵便局

まちの人口
4月30日現在
住民基本台帳記載人口
（　）：前月対比

世帯数 5,345 世帯（ ＋ 17 ）
人　口 10,596 人 （ － 6 ）
うち男 5,017 人 （ ＋ ４ ）
女 5,579 人 （ － 10 ）

月間火災・救急発生状況 月間交通事故発生状況

4 月
火　災

救急 4月
人身
事故
（件）

死者
（人）

傷者
（人）

物損
事故
（件）建物 山林 その他

管内 0 0 0 301 管内 6 0 7 134
町内 0 0 0 47 町内 3 0 4 14

資料：柳井地区広域消防組合 資料：柳井警察署

＜ 以下は広告欄です ＞

柳井健康福祉センター相談日
　〔山口県柳井総合庁舎／ TEL 22ｰ3631〕

●骨髄バンク登録検査《要予約（前日まで）》
　７月１日火 ９:00〜10:00
●Ｂ・Ｃ型肝炎抗体検査《要予約（前日まで）》
　７月１日火 10:00〜10:30
●風しん抗体検査《要予約（前日まで）》
　７月１日火 10:30〜11:00
●ＨＩＶ抗体検査《要予約（前日まで）》
　※当日検査結果がわかります
　７月１日火 13:30〜15:30
●心の健康相談《要予約（１週間前まで）》
　７月15日火 13:15〜13:45
●思春期・ストレス相談《要予約（前日まで）》
　7月22日火 13:00〜16:00

6 月の納税 納期限 ６月 30 日

町県民税 第１期
☆ 完 納 で 育 て よ う 明 る い 平 生 町 ☆

◎便利な口座振替も利用できます◎
問町役場税務課（町税）　TEL56ｰ7114

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
チ
ャ
イ
ム
の
曲
名　

６
時
／【
６
月
】
富
士
山
【
７
月
】
わ
れ
は
海
の
子　

��

正
午
／
平
生
町
の
歌　

���

17
時
／
夕
や
け
こ
や
け

　外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇入れおよ
び離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハロー
ワークへ届け出ることが義務付けられています。雇用保険
被保険者とならない外国人の届出については、ハローワー
クインターネットサービスの「外国人雇用状況届出システ
ム」で 24 時間 365 日いつでも簡単に届出できます。
　また、外国人労働者が日本で安心して働き、その能力を
十分に発揮する機会が確保されるよう、事業主が行うべき
事項について、法律に基づき指針が定められています。
　事業主の皆様には、この指針に沿って職場環境の改善
に取り組むことをお願いいたします。
　詳しくはハローワークへご相談ください。
問ハローワーク柳井　TEL22ｰ2661

６月は外国人雇用啓発月間です
『知って、守って、みんなで活躍　

～外国人雇用はルールを守って適正に～』
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�hirao1@
tow
n.hirao.lg.jp

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
http://w

w
w
.tow

n.hirao.lg.jp/　

町
公
式
L
I
N
E

道路の異状を発見したらお知らせください。

問町役場建設課　TEL 56ｰ7118
こちらから連絡

できます▶

▼
登録方法

わが家のアイドルわが家のアイドル お誕生日おめでとう！お誕生日おめでとう！

●対象　広報発行月に誕生日を迎える町内在住の小学校入学前（満１歳～満６歳）のお子さん
●申込方法　いずれかの方法でお申込みください。
  ①メールで次の情報をご提供ください。
　（お子さんの名前、生年月日、保護者の氏名、住所、連絡先、写真データ）
  ②応募フォーム（右上の QR コードを読み取り）から必要な情報を入力、送信してください。  
 　※お子さんの写真データは、掲載を希望する保護者から提供してください。
問町役場地域振興課 TEL 56ｰ7120　メール：hirao1@town.hirao.lg.jp　
　※件名を「わが家のアイドル申込み」としてください。

広 報
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次号の「わが家のアイドル」締切は６月20日 金！
７月生まれのお子さんの応募をお待ちしています！

応募フォームはこちら

　5 月 25 日、平生小学校で春季運動会が開催されました。　
　徒競走やリレー、ソーラン節などの競技が行われ、リレーでは
子どもたちがバトンをつなぎ、全力で走る姿に観客席から「頑張れ」

「負けるな」といった声援と大きな拍手が送られていました。
　子どもたちの元気な姿と笑顔があふれる運動会となりました。

① ダッシュで GO ！
② 平生小ソーラン 2025
③ エビカニクスでダンシング玉入れ☆
④ 赤白選抜リレー
⑤ タイヤ奪い

①

②

④

③

⑤

運
動
会
ス
ロ
ー
ガ
ン

「
心
を
燃
や
せ
！
勝
利
を
つ
か
む
ぞ

『
天
下
一
』」

平生小学校春季運動会が開催！


	表紙
	福祉・介護施設を対象にマイナンバーカードの出張申請を受け付けます 
第４次平生町地域福祉計画策定委員を公募します
Tomos
	吉川博史の防災かわら版
情報公開制度の運用実績 
農地の転用には許可が必要です！ 
労働保険のお知らせ

	65歳以上の人の介護保険料について 
狂犬病予防注射はお済みですか？ 
軽度・中等度難聴児（18歳未満） 
補聴器購入費用の一部助成 
平生町「ボランティア・チャレンジ」を開催します
６月は「環境月間」です
	６月23日(月)～29日(日)は、国の「男女共同参画週間」です 
生涯学習推進だより 
平和について考える
	まちの話題 
７月は社会を明るくする運動強調月間です
令和７年度行政協力員会議を開催しました
	こんにちは保健師です 
危険な空家の解体費用を補助します 
作ってみんさい食べてみんさい 
児童手当の現況届について 
図書館
だより
	カンガルーノひらお育児応援給付金
地域おこし協力隊活動日誌 
正しい知識で安心な消費生活 
柳井警察署だより
	情報伝言板
下水道の水洗化はお早めに
	まちの人口 
６月は外国人雇用啓発月間です
まちのカレンダー
	平生小学校春季運動会が開催！
道路の異状を発見したらお知らせください。



